
事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

大気環境の
監視・情報
提供

大気汚染常時監視（東
山中学校測定室）

継続
（昭和46年度～）
※昭和46年～平
成14年まで旧庁
舎。東山中学校
には昭和57年～
設置。

区内一般環境大気を常
時監視し、環境基準比
較等を行い、今後の環
境保全対策に資する。

区内測定地点1か所（東
山中）で年間を通じて実
施した。

調査項目のうち、光化
学オキシダントは達成
できなかった。

評価に必要な年間測定
時間6,000時間以上を
確保した。(オキシダント
計測除く。）

○ 引き続き常時監視を
行う。
常時監視の測定結果
（速報値）をＷＥＢ上
でリアルタイムで公表
する

環境保全課

大気環境の
監視・情報
提供

酸性雨調査（区総合庁
舎）

継続
（平成4年～）
※平成15年度～
総合庁舎屋上で
測定

目黒区総合庁舎におい
て実施する。

目黒区総合庁舎において
実施した。

測定値の年平均値は
4.8であった。

酸性雨については、ここ
数年横ばいで改善が進
んでいない。

○ 酸性雨については改
善が進んでおらず、
今後とも監視を行って
いく。

環境保全課

大気環境の
監視・情報
提供

窒素酸化物調査（主要
幹線道路、交差点）

継続
（昭和45年度～）

区内大気状況常時監視
の補完調査として、窒
素酸化物等についての
調査を実施する。

幹線道路沿い（9地点及
び後背地3地点）における
窒素酸化物の調査を年4
回各回平日5日間連続測
定を行った。

24年度から26年度にかけ
て測定項目にPM2.5を追
加して実施（沿道1地点及
び後背地1地点）

沿道における窒素酸化
物調査では測定期間
中、二酸化窒素、浮遊
粒子状物質ともに環境
基準を超過した日はな
かった。

自動車排ガス規制によ
り沿道の二酸化窒素濃
度は低下の傾向があ
る。大橋他全2地点で浮
遊粒子物質（SPM）の測
定を実施したが、環境
基準値の超過はなかっ
た。

○ 今後も調査を継続す
る

環境保全課

大気環境の
監視・情報
提供

PM2.5の測定 新規
（平成24年度～）

24年度から26年度にか
かけては、主要幹線道
路、交差点で行った窒
素酸化物調査を行う
際、測定項目にPM2.5を
追加して実施（沿道1地
点及び後背地1地点）
平成27年度からは大気
汚染常時監視（東山中
学校測定室）で調査を
開始した。

区内測定地点1か所（東
山中）で年間を通じて実
施した。

環境基準を達成した。 PM2.5は平成21年に環
境基準が定められた。
目黒区での測定も開始
したばかりであり、今後
も実態把握を継続する
必要がある。

○ 引き続き常時監視を
行う。
常時監視の測定結果
（速報値）をＷＥＢ上
でリアルタイムで公表
する

環境保全課

大気環境の
監視・情報
提供

小型焼却炉使用禁止等
の指導、啓発

継続
（平成13年度～）

小型焼却炉の使用禁止
等の指導を行う。

日常監察において使用禁
止等の指導を行った。

－ 小型焼却炉の使用禁止
等の指導を行い、適正
な処置を促すことができ
た。

○ 今後も調査を継続す
る

環境保全課

大気環境の
監視・情報
提供

一般大気中のアスベス
ト測定調査

平成20年度から
休止していた。

目黒区総合庁舎におい
て実施する。

目黒区総合庁舎において
実施した。

アスベストは不検出で
あった。

一般大気中の環境基準
はない。

○ 平成28年度も調査を
継続する

環境保全課

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

工場・事業
場への排出
規制の実施

工場認可等指導取締 継続
（昭和44年度～）

引き続き公害の未然防
止に努める。

設置・変更認可申請5件、
その他の届出73件、監察
等立入調査38件

－ 公害防止対策の審査を
行い、公害の未然防止
に努めることができた。

○ 継続して実施してい
く。

環境保全課

光化学ス
モッグ対策

光化学スモッグ注意報
等発令状況伝達周知

継続
（昭和56年頃～）

夏季における光化学ス
モッグ被害を未然に防
止するため、注意報等
の発令を区民に周知す
る。

注意報等発令時の区民
への周知を図るため、防
災無線放送や区の施設
での懸垂幕の掲示を行っ
た。
学校情報14回　注意報7
回

－ 区民への周知を行えて
いた。

○ 引き続き夏季におけ
る光化学スモッグ被
害を未然に防止する
ため、注意報等の発
令を区民に周知す
る。

環境保全課

光化学ス
モッグ対策

都が進めるVOC排出削
減対策の情報提供

平成24年度～ 東京都と連携し、機会を
とらえて情報提供する。

東京都が主催するVOC
対策セミナーについて、
チラシ等により周知を
行った。

－ － ○ 東京都と連携し、機
会をとらえて情報提
供する。

環境保全課

フロン回収
促進及び代
替物質への
転換促進

フロン等によるオゾン層
破壊や地球温暖化への
影響、その転換のため
の啓発

継続
（開始年度不明）

国・東京都と連携し、機
会をとらえて啓発を実
施する。

実施せず。 － － ○ － 環境保全課

水環境の監
視・情報提
供

目黒川水質調査 継続
（平成11年度～）

目黒川における水質を
定期的に測定してその
現状を把握し、自然環
境を含む環境保全に資
する。

測定場所：氷川橋、宝来
橋、中里橋
測定頻度：年4回に実施し
た。

健康項目4項目
（カドミウム、全シアン、
鉛、6価クロム）
生活環境項目4項目
（PH 、BOD 、SS、DO）
以上について、すべて
環境基準に適合してい
た。

東京都の清流復活事業
による水質改善の効果
が出ている。

○ 水質分析調査を民間
委託する。
測定場所　氷川橋、
宝来橋、中里橋
測定頻度年4回とす
る。

環境保全課

水環境の監
視・情報提
供

地下水汚染実態調査 継続 事業所等から排出され
る汚水の地下浸透によ
る地下水汚染の実態把
握及び汚染された井戸
の経年変化の監視をす
る。

平成27年度実施対象（経
年監視3か所・その他15
か所)

環境基準適合15箇所、
不適合3箇所（経年3）で
あった。

新たに汚染峨発覚した
地点はなかった。

○ 平成20年度より調査
を民間委託した。環
境内容の公表につい
ては、検体採取場所
は私有地であり、個
人所有の井戸が中心
であるため、プライバ
シ-の保護に配慮す
る。

環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

河川水質浄
化

河床整正・河川清掃 継続
（昭和60年度～）

河床整正・浚渫
1回/年
目黒川河川清掃
12回/年
目黒川水面清掃
11回/年
呑川清掃
48回/年

河床整正・浚渫
1回/年
目黒川河川清掃
12回/年
目黒川水面清掃
11回/年
呑川清掃
48回/年

河床整正・浚渫
1回/年
目黒川河川清掃
12回/年
目黒川水面清掃
11回/年
呑川清掃
48回/年

定期的な実施により良
好な河川環境の維持に
一定の効果が出てい
る。

○ 河床整正・浚渫
1回/年
目黒川河川清掃
12回/年
目黒川水面等清掃
12回/年
呑川清掃
48回/年

土木工事課

河川水質浄
化

目黒川クリーンアップ大
作戦

継続
（平成11年度～）

年3回実施 年3回実施 年3回実施 沿川通路の環境維持に
一定の役割を果たして
いる。

○ 年3回実施 土木工事課

工場・事業
場への排出
規制の実施

工場認可等指導取締 継続
（昭和44年度～）

引き続き公害の未然防
止に努める。

設置・変更認可申請5件、
その他の届出73件、監察
等立入調査38件

－ 公害防止対策の審査を
行い、公害の未然防止
に努めることができた。

○ 継続して実施してい
く。

環境保全課

雨水流出抑
制対策と水
循環機能の
回復

地下水揚水規制 継続
（昭和46年度～）

工場等に対して、地下
水の揚水量の記録と報
告を求める。

揚水量報告対象施設15
施設
揚水量合計58,015t

－ 実態に即した揚水量の
報告を求めることができ
た。

○ 揚水量について、最
小限となるように指導
していく。

環境保全課

雨水流出抑
制対策と水
循環機能の
回復

公園整備（透水性舗
装、浸透桝・トレンチ）

継続
（平成2年度～）

都市型水害対策のた
め、雨水流出抑制施設
の整備を図る。

透水性舗装2775㎡ 公園等の新設改良にあ
たり、基準に基づいて
整備した。

○ 衾町公園（児童交通
施設）改良工事

上四児童遊園改良工
事

新橋公衆便所改良工
事

みどりと公園課

雨水流出抑
制対策と水
循環機能の
回復

雨水利用システムの導
入

継続
（平成22年度～）

学校施設の改築や大規
模改修の予定は無い。

- 導入済５校 ー ○ 東山小学校の改築を
予定している。
校庭の整備は最終年
の２９年度を予定して
いる。

学校施設計画課

雨水流出抑
制対策と水
循環機能の
回復

雨水流出抑制施設の整
備の促進（公共･民間施
設）を図る。

継続
（平成2年度～）

- 雨水流出抑制施設等設
置指導実績
4,264.09㎥

届出が必要な対象物件
に関しては、ほぼ全て
届出がなされた。

○ 現行制度継続 都市整備課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

雨水流出抑
制対策と水
循環機能の
回復

透水性舗装、雨水浸透
桝の整備

継続
（昭和61年度～）

雨水浸透桝３か所 雨水浸透桝３か所
透水性舗装199㎡

雨水浸透桝３か所
透水性舗装199㎡

26年度に実施出来な
かった箇所を追加

○ 雨水浸透桝３か所
透水性舗装200㎡

土木工事課

工場跡地等
の土壌汚染
対策

工場跡地等の土壌・地
下水汚染の監視・指導

継続
（平成13年度～）

引き続き土壌・地下水
汚染対策を行う。

土壌汚染状況調査報告
書4件

－ 土壌汚染調査時に事業
場あて立入監察を実
施、また東京都と情報
交換や対策指導等で連
携し、防止指導を行い、
跡地等の土壌汚染の監
視・指導に努めることが
できた。

○ 引き続き立入監察を
実施し、跡地等の土
壌汚染の監視・指導
をしていく。

環境保全課

アスベスト
対策

工業近代化資金融資 継続
（平成17年度～）

－ 申請なし － 今後も継続的に周知し
ていく。

○ 継続実施 産業経済・消費生
活課

アスベスト
対策

石綿含有建築物解体等
工事届出審査事務

継続
（平成7年度～）

引き続きアスベストの飛
散防止を図る。

特定粉じん排出作業実施
届出17件
石綿飛散防止方法等計
画届出17件

－ 施工計画届出の審査や
作業方法の指導を行
い、アスベストの飛散防
止を図った。

○ 継続して実施してい
く。

環境保全課

アスベスト
対策

アスベスト分析調査費
助成

継続
（平成17年度～）

引き続き調査費助成を
行う。

アスベスト分析調査費助
成3件

－ 制度について、ホ-ムペ
-ジや区民向けパンフ
レットにより周知に努め
た。

○ 継続して実施してい
く。

環境保全課

アスベスト
対策

住宅リフォーム資金助
成

継続
（平成11年度～）

－ 申請なし。 － － ○ 一般的な住宅改修支
援事業であり、現状
のまま実施していく。

住宅課

アスベスト
対策

住宅修築資金融資あっ
せん

継続
（昭和62年度～）

－ 申請なし。 － － ○ 一般的な住宅改修支
援事業であり、現状
のまま実施していく。

住宅課

化学物質の
適正管理

適正管理化学物質対策 継続
（平成13年度～）

適正な報告を求め、実
態を把握し、排出抑制
につなげる。

適正管理化学物質使用
量等報告書57件
化学物質管理方法書2件

－ 対象事業場の実態の把
握を進めることができ
た。

○ 有害化学物質使用事
業場の実態を把握
し、排出抑制につな
げる。

環境保全課

4 / 35 ページ



事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

化学物質の
適正管理

有害化学物質に対する
情報収集や啓発

継続
（平成13年度～）

適正な報告を求め、実
態を把握し、排出抑制
につなげる。

適正管理化学物質使用
量等報告書57件
化学物質管理方法書2件

－ 対象事業場の実態の把
握を進めることができ
た。

○ 有害化学物質使用事
業場の実態を把握
し、排出抑制につな
げる。

環境保全課

放射性物質
への対応

区立体育施設の空間線
量、プール水の放射性
物質の測定

継続
（平成23年度～)

①屋外施設の空間線量
測定：庭球場（4ヶ所）、
野球場（2ヶ所）、サッ
カー場（1ヶ所）

②プール水の放射性物
質の測定：屋外50Ｍ
プール（1ヶ所）

実施済み すべての施設を実施済
み。

いずれの施設において
も不検出であり、区民の
健康不安の払拭に寄与
した。

○ 平成27年度と同様に
実施する。

スポーツ振興課

放射性物質
への対応

児童館・学童保育クラブ
の周囲等及び屋外活動
場所の空間線量の測定

継続
（平成24年度～）

- 施設の周囲等を定期測
定するとともに、屋外で活
動する時は、事前に活動
場所の空間放射線量を
測定し事業を行った。

定期（7～8月　20箇所、
1～2月　20箇所）
通年（3箇所、延15回）

区が対応の目安として
いる数値は検出されな
かった。

○ 平成27年度と同様に
実施する。

子育て支援課

放射性物質
への対応

区立公園等6施設と総
合庁舎東口における空
間放射線量の測定と区
民への公表

新規
（平成24年度～）

区立公園等6施設と総
合庁舎東口において空
間放射線量を測定し、
区民へ公表する。

12回測定を実施した。 測定値は0.03～0.10μ
Sv/hの範囲であった。

測定値は特に大きな変
化はない。

○ 平成27年度から測定
頻度を月1回に見直し
た。28年度も27年度と
同様の頻度でで引き
続き測定を行う。

環境保全課

放射性物質
への対応

公園等の空間放射線量
の測定

継続
（平成24年度～）

公園等110施設を測定
する。

公園等110施設を測定す
る。

100% 測定結果を区ホーム
ページで公表し、区民
の不安解消の一助と
なった。

〇 公園等施設を測定す
る。

みどりと公園課

放射性物質
への対応

区立小中学校等給食食
材の放射性物質検査

継続
（平成23年度～）

― 使用前給食食材検査及
び主要食材検査を実施
し、その結果及び給食食
材の産地をホームページ
で公表した。

給食食材の放射性物質
検査を実施し、その結
果を公表したことで、児
童・生徒及びその保護
者の放射性物質に対す
る不安の軽減に寄与し
たものと考える。

○ 使用前給食食材検査
及び主要食材（米・牛
乳・ヨーグルト）検査

学校運営課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

放射性物質
への対応

区立小中学校等の空間
線量、プール水の放射
性物質、雨水利用設備
の放射能の測定

継続
（平成23年度～)

基準値を超える空間放
射線量が測定され、学
校での対応が困難な場
合、及び、プール水、雨
水利用設備から放射性
物質検出の報告があっ
た場合に低減措置等を
講じる。

- - 基準値を超える空間放
射線量を計測した設

備、放射性物質を検出
した雨水利用設備はな

かった。

○ 基準値を超える空間
放射線量が測定さ
れ、学校での対応が
困難な場合、低減措
置等を講じるとともに
プール水の検査を実
施する。

学校施設計画課

放射性物質
への対応

区立小中学校の校庭、
区立幼稚園等の園庭の
空間線量の測定

継続 児童生徒を内部被爆か
ら守る

校庭の毎日測定、校内十
数か所の観測と2週間に1
度のHPでの公表

全３１校 適切に実施している ○ 校庭中央部及び周辺
部４箇所（合計５か
所）、その他測定が必
要と考えられる場所
を原則２週間に１回
以上測定

教育指導課

放射性物質
への対応

すくすくのびのび園給食
食材等の放射性物質検
査

平成24年度～ 保育課同様測定し、食
と環境の安全を確認す
る。

保育課と同様に実施し
た。

予定どおり 予定通り実施し結果は
園内に掲示した。あわ
せて区ホームページで
周知した。

○ 障害福祉課

放射性物質
への対応

すくすくのびのび園の空
間放射線量測定

継続
（平成23年度～）

保育課同様測定し、食
と環境の安全を確認す
る。

保育課と同様に実施し
た。

予定どおり 予定通り実施し結果は
園内に掲示した。あわ
せて区ホームページで
周知した。

○ 障害福祉課

放射性物質
への対応

保育園の空間放射線量
の測定

継続
（平成23年度～）

－ 公立、私立認可保育園36
園において空間放射線量
を測定した。

5月、8月、10月、3月の4
回実施した。

区が対応の目安として
いる数値は検出されな
かった。

○ 平成27年度同様に実
施する。

保育課

放射性物質
への対応

保育園給食食材の放射
性物質検査

平成24年度～ － 公立保育園、希望する私
立認可保育園・認証保育
所・その他認可外保育施
設の給食食材検査を行っ
た。

使用前給食食材検査、
主要食材検査、食育食
材検査を実施した。

検査結果を園に掲示す
るとともに、区ホーム
ページで公表し、保護
者の不安を払拭するた
めの一助となった。

○ 使用前給食食材検
査、主要食材（米・牛
乳・ヨーグルト・粉ミル
ク）検査、食育食材検
査

保育課

自動車交通
騒音・振動
の監視

道路騒音・振動調査 継続
（昭和45年度～）

自動車に起因する騒
音・振動の状況及び交
通量を把握し、環境基
準の達成状況など比
較・検討を行う。

常時監視(面的調査）6区
間を行った。自動車交通
騒音・振動調査（要請限
度調査）6地点を行った。

常時監視（面的調査）で
は、夜間の環境基準達
成率が低かった。
自動車交通騒音・振動
調査（要請限度調査）で
は、2箇所で夜間の騒
音の要請限度を超え
た。

環境基準の達成率が低
い路線があるので継続
して調査する必要があ
る。

○ 平成20年度から調査
分析を民間委託に切
り替え、継続して調査
を実施。鉄道騒音・振
動調査は、事業者が
行うという基本に立ち
返り平成19年度を
もって廃止した。

環境保全課

6 / 35 ページ



事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

自動車交通
騒音・振動
の監視

交通量調査 継続
（昭和44年度～）

区内6地点で交通量調
査を行う。

区内6地点で交通量調査
を行った。

－ 騒音は合計交通量との
相関が最も高く、振動は
大型車交通量との相関
が最も高かった。

○ 継続して調査を行う。 環境保全課

工場等への
指導

工場認可等指導取締 継続
（昭和46年度～）

受動的な事業のため、
目標設定が困難であ
る。

騒音規制法関係届17件
振動規制法関係届6件
東京都環境確保条例工
場設置・変更認可申請3
件　工場関係届　36件、
指定作業場関係届54件

－ 認可申請・届出に基づ
き、事業場の実態を把
握し、適切な公害防止
指導をすることができ
た。

○ 現場調査により、認
可申請・届出をすべき
事業場の把握に努
め、公害防止指導を
強化する。

環境保全課

工場等への
指導

特定建設作業による騒
音・振動届出受理事務

継続
（平成18年2月～）

受動的な事業のため、
目標設定が困難であ
る。

騒音規制法特定建設作
業届281件
振動規制法特定建設作
業届185件

－ 騒音・振動が著しい工
事もあり、被害の発生
がみられるため、騒音・
振動の実態把握を行っ
た。

○ 届出事務についての
整備を図るとともに、
実態把握に努める。

環境保全課

工場等への
指導

解体工事等による標識
設置届出受理事務

継続
（昭和63年～）

受動的な事業のため、
目標設定が困難であ
る。

解体工事等標識設置届
233件

－ 対象工事の周知及び指
導を徹底し、近隣との紛
争の防止につなげた。

○ 的確な届出指導を
し、現場確認を行い、
実態把握に努める。
特にアスベストについ
ては、使用の有無の
確認を行い、適正な
除去の指導を強化す
る。

環境保全課

騒音沿道対
策

環七沿道整備事業 継続
（昭和63年度～）

- 届出24件
防音工事費助成0件
緩衝建築物工事費助成
2件

環七沿道地区整備計画
の内容に沿って、届出
書がほぼ適切に提出さ
れた。

○ 現行制度継続 都市整備課

生活公害
（騒音・振
動・悪臭等）
に係る相
談・調整

公害相談 継続 目標設定になじまない。 苦情申立件数158件
内訳　工場6件、建設工
事68件、一般84件

－ 典型7公害以外の相談
が多い。

○ 典型7公害以外の相
談が多い。

環境保全課

みどりの拠
点の保全

環境保全林の指定 継続 １件 継続実施 0件 指定について検討し
た。

○ 継続実施 みどりと公園課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

住宅地のみ
どりの保全

保存樹木等の指定 継続（平成27年度
より新規指定を再
開）

継続実施 樹木　558本
樹林　　26件
生垣　　64件

樹木42件（新規指定）
樹林0件
生垣1件

新規指定開始により、
総本数は増となった。

○ 継続実施 みどりと公園課

住宅地のみ
どりの保全

都市緑地法の活用 継続
（平成6年度～）

1件 継続実施 0件 指定について検討し
た。

○ 継続実施 みどりと公園課

開発・建築
行為の際の
みどりの確
保

みどりの条例に基づく緑
化計画の協議

継続 継続実施 ― 面積　　　24,340.4㎡
件数　　　　　 246件

民有地の緑化が推進で
きた。

○ 継続実施 みどりと公園課

開発・建築
行為の際の
みどりの確
保

開発行為許可制度 継続 - 許可件数5件 開発許可申請が許可基
準に沿って適切に提出
され、公共施設の同意
も適切になされた。

○ 現行制度継続 都市整備課

民有建物に
おける緑化
の推進・支
援

みどりのまちなみ助成 継続 継続実施 接道　10,226.43ｍ
屋上　4,847.12㎡
壁面　    476.85㎡

接道　194.16ｍ
屋上　105.56㎡
壁面　    0.00㎡

確実な緑化が進んだ。 ○ 継続実施 みどりと公園課

公共施設に
おける緑化
の推進

公共施設の緑化 継続
（平成18年度～)

継続実施 都立大学駅前ふれあい
広場
目黒区粗大中継所
目黒区営碑文谷アパート

地上　　659.35㎡
屋上  　138.48㎡

公共施設の緑化が推進
できた。

○ 継続実施 みどりと公園課

公共施設に
おける緑化
の推進

学校の壁面緑化 継続
（平成18年度～)

校庭整備事業は当面延
期とされている。

- 導入済１５校 ー ○ 東山小学校を除く大
規模な校庭整備事業
は当面延期とされて
いる。

学校施設計画課

身近な公
園・緑地の
確保と質の
向上

公園・緑道等の整備 継続
（昭和25年度～）

129ヶ所（うち緑道10路
線）
（373,341.06㎡）

△ みどりと公園課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

身近な公
園・緑地の
確保と質の
向上

公園・緑道等の改良 継続
（平成18年度～）

18ヶ所（うち緑道2路線) 公園
1ヶ所

児童遊園
1ヶ所

衾町公園改良工事

碑文谷五丁目児童遊園
改良工事

○ 衾町公園（児童交通
施設）改良工事

上四児童遊園改良工
事

新橋公衆便所改良工
事

みどりと公園課

身近な公
園・緑地の
確保と質の
向上

公園活動登録団体支援 継続 ― ７公園で住民参加による
公園管理が行われた。

１７団体 質の高い公園の維持や
公園の活性化に寄与し
た。

○ 継続実施 みどりと公園課

みどりを育
てる区民等
への活動支
援

グリーンクラブ事業 継続 新規２団体育成 ９１団体 新規２団体育成 予定通りの活動が行わ
れた。

○ 継続実施 みどりと公園課

みどりを育
てる区民等
への活動支
援

区民による苗木植樹運
動の推進

継続 継続実施 － 1,100本 住区祭り等で配布し、
民有地の緑化が推進で
きた。

○ 継続実施 みどりと公園課

みどりを育
てる区民等
への活動支
援

剪定器具の貸出し 継続 継続実施 － 89件 個人緑化維持、管理に
貢献している。

○ 継続実施 みどりと公園課

みどりへの
関心向上の
ための普及
啓発

普及啓発パンフレットの
作成・配布

継続 継続実施 － 自然通信員4,200枚、
いきもの気象台300部、
みどりのまちなみ助成
600枚

自然通信員等に配布し
た。

○ 継続実施 みどりと公園課

みどりへの
関心向上の
ための普及
啓発

エコ園芸生活講座 継続 環境に配慮した園芸講
座を開催する

10回延べ146人 目標達成 目標達成 ○ 継続実施 みどりと公園課

みどりへの
関心向上の
ための普及
啓発

花とみどりの学習館に
よるみどりの普及啓発
の推進

継続 各種イベントの開催 63回延べ1,911人 目標達成 目標達成 ○ 継続実施 みどりと公園課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

収穫体験農園（ぶどう狩
り）

継続
（平成4年度～）

区報、ポスタ-等により
情報提供することで、よ
り多くの区民に対し周知
を図り、収穫体験農園
への参加を促す。

2農園で実施。
販売価格　1,600円/kg
実施日
8/15(土)、8/16(日)、
8/22(土)、8/23(日)

参加数
1園は約270組
1園は約1,000人

参加者に余暇を楽しむ
場を提供するとともに、
都市農地に対する理解
を深めるきっかけ作りに
なった。

○ 継続実施 産業経済・消費生
活課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

収穫体験農園（じゃがい
も掘り）

継続
（平成8年度～）

区報、ポスタ-等により
情報提供することで、よ
り多くの区民に対し周知
を図り、収穫体験農園
への参加を促す。

実施日
（団体）4農園
6/22(月)～6/25(木)
（個人）4農園
6/27(土)

参加数
（団体）4団体
（個人） 約194組

参加者に余暇を楽しむ
場を提供するとともに、
都市農地に対する理解
を深めるきっかけ作りに
なった。

○ 継続実施 産業経済・消費生
活課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

収穫体験農園（きゃべ
つの収穫）

新規
（平成27年度～）

区報、ポスタ-等により
情報提供することで、よ
り多くの区民に対し周知
を図り、収穫体験農園
への参加を促す。

1農園で春秋に実施。
販売価格
　　春2個300円
　　秋1個200円
実施日
春　5/23・24(土・日)
秋　10/31(土)

参加数
春は約230組
秋は約150組

参加者に余暇を楽しむ
場を提供するとともに、
都市農地に対する理解
を深めるきっかけ作りに
なった。

○ 継続実施 産業経済・消費生
活課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

収穫体験農園（秋野菜
の収穫）

新規
（平成27年度～）

区報、ポスタ-等により
情報提供することで、よ
り多くの区民に対し周知
を図り、収穫体験農園
への参加を促す。

1農園で、里芋・ネギ・カリ
フラワーをセットにして実
施。
参加費　1組1,000円
実施日　11/28(土)

参加数
 15組

参加者に余暇を楽しむ
場を提供するとともに、
都市農地に対する理解
を深めるきっかけ作りに
なった。

○ 継続実施 産業経済・消費生
活課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

ミニ農業体験農園 新規
（平成27年度～）

区報、ポスタ-等により
情報提供することで、よ
り多くの区民に対し周知
を図り、収穫体験農園
への参加を促す。

1農園で、大根・白菜・
きゃべつの播種から収穫
までの体験を実施。
参加費　1組5,000円
実施日　9/5(土)～
11/21(土)のうち4回

参加数
6組

参加者に余暇を楽しむ
場を提供するとともに、
都市農地に対する理解
を深めるきっかけ作りに
なった。

○ 継続実施 産業経済・消費生
活課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

区民農園 継続 ４５区画 ４５区画 100% 目標達成 ○ 継続実施 みどりと公園課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

自然クラブ等の開催 継続 450名／年 24回開催745名参加 目標達成 目標達成 ○ 継続実施 みどりと公園課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

自然宿泊体験教室事業 継続
（平成22年度以降
自然宿泊体験教
室に移行し、平成
23年度から全校
完全実施。）

平成22年で移動教室事
業等を廃止し、23年度
以降は全校自然宿泊体
験教室事業に完全移行
した。27年度は興津自
然学園及び八ヶ岳林間
学園で実施するほか、
宮城県気仙沼大島にお
いて、小学校1校、中学
校1校の自然宿泊体験
教室を実施する。

自然宿泊体験教室事業
を、興津自然学園、八ヶ
岳林間学園、宮城県気仙
沼大島（民間施設）にお
いて実施した。

全小・中学校で実施し
た。ただし、小学校3校
の角田市での自然宿泊
体験教室については、
実施を見送り、八ヶ岳林
間学園で実施した。

自然を愛する心、環境
を保全する態度の育成
ができた。

○ 全小・中学校で自然
宿泊体験教室を実施
する。
引き続き、自然を愛す
る心、環境を保全す
る態度を育成する。

学校運営課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

学校独自宿泊事業 継続 生徒が日常生活におい
て経験できない活動に
ついて、一定期間集中
的に取り組むことによ
り、知識・体力・技能等
の向上に資する活動を
行う。

知識・体力・技能等の向
上に寄与する取り組みを
実施した。

1校で実施。
参加生徒：130人

実施要綱に基づく「学校
独自の特色ある宿泊体
験」を目的とした活動が
実践できた。

○ 継続して実施する。 学校運営課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

野外活動機材の提供事
業

継続
（平成4年度～）

青少年の野外活動を支
援するため野外活動機
材を貸し出し青少年の
健全な育成を図る。

２７件の利用 - - ○ 継続実施する 生涯学習課

みどり・自然
とふれあう
体験の提供

中学生の自然体験事業 継続
（平成4年度～）

青少年（中学生）が自然
環境が豊かな地で野外
活動や集団生活、現地
の人との交流を行う事
で自立性や協調性を身
につける。

参加者20名（2泊3日） - 目黒区と友好都市協定
を結んでいる宮城県気
仙沼大島周辺に行き自
然と地元の方々とのふ
れあいを行った。

○ 継続実施する 生涯学習課

生物多様性
地域戦略策
定と運用

「目黒区生物多様性地
域戦略　ささえあう生命
(いのち)の輪(わ)　野鳥
のすめるまちづくり計
画」の策定と運用

継続 継続実施 25年度末に策定された地
域戦略を元に、イベント等
事業を行った。

－ － ○ 継続実施 みどりと公園課

自然・生き
物の実態の
把握と生き
物情報の提
供

みどりの実態調査・生
物多様性現況調査

継続 継続実施 ホームページ等で周知を
行っている

みどりのまちづくりの指
標として継続して使用し
ている

－ ○ 継続実施 みどりと公園課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

自然・生き
物の実態の
把握と生き
物情報の提
供

区民による身近な生物
調査と自然通信員の育
成

継続 継続実施 生物多様性現況調査を
行った。
いきもの住民会議を開催
した。

－ － ○ 継続実施 みどりと公園課

自然・生き
物の実態の
把握と生き
物情報の提
供

いきもの気象台(動植物
基礎調査経年記録シス
テムによる自然情報の
集積と情報発信)

継続 継続実施 ニュースレター「身近な自
然だより」を2号送付した。

約1,100世帯が参加し
た。

情報提供数：2,333件

－ ○ 継続実施 みどりと公園課

自然・生き
物の実態の
把握と生き
物情報の提
供

目黒川水生生物調査 継続 継続実施 平成9年から実施 指標種を調査した。
（確認された魚類）

9件の生物の情報を得
た。

○ 継続実施 みどりと公園課

ビオトープ
のネットワー
ク化(エコロ
ジカルネット
ワーク の形
成)と
より質の高
い生息環境
づくり

ビオトープや身近なみど
りのエコアップ

継続（平成9年度
～）

継続実施 平成9年から区民による
身近な生物調査等により
実施

12回実施 多くの参加があり、事業
の必要性をより一層実
感した。１２か所を選定
し、水生昆虫の比較調
査を行った。

○ 継続実施 みどりと公園課

区内の自
然・生き物を
学ぶ機会の
提供

自然観察教室の開催
ビオトープ活動による環
境学習の推進

継続 継続実施 いきもの発見隊では合計
１１４名が参加した。
区立小学校5ヵ所で環境
学習を行った。

－ 活動を継続している。 ○ 継続実施 みどりと公園課

区内の自
然・生き物を
学ぶ機会の
提供

自然観察舎における体
験型自然学習の推進

継続 継続実施 観察舎利用者数
13,647人

― 啓発拠点として有効に
機能している

○ 継続実施 みどりと公園課

区内の自
然・生き物を
学ぶ機会の
提供

自然クラブの開催 継続 450人／年 24回開催
745人参加

目標達成 目標達成 ○ 継続実施 みどりと公園課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

生物多様性
保全のリー
ダーの育成

自然観察普及員の育成 継続 新規普及員5人 花みどり人
新規19人

目標達成 公園等のボランティア活
動として十分な環境保
全活動が行われた。

○ 継続実施 みどりと公園課

生物多様性
に配慮した
公園・緑地
等の管理

小動物が生息する水辺
環境再生事業

継続 駒場野公園においてホ
タル等が生息できる水
辺環境の復元を目指す

ホタル幼虫を飼育。ホタ
ル観察会実施。

ホタル観察会1回実施。 ホタルが自然発生する
環境を目指し、住民活
動が行われることで水
辺を含めた里山環境が
保全されている。

○ － みどりと公園課

生物多様性
に配慮した
公園・緑地
等の管理

落ち葉や小枝が堆積す
る林づくり

継続 継続実施 12ヶ所 活動を継続している。 活動を継続し生物多様
性に配慮した。

○ － みどりと公園課

地域美化活
動支援

環境美化推進団体支援 継続
（平成17年度～）

環境美化推進団体（区
民や事業者等）が行う
地域の美化活動につい
て支援を行った。

環境美化推進団体の清
掃活動に対して、トングや
ガム取り棒等清掃用具の
貸出しや啓発品の提供を
実施した。

－ 環境美化推進団体の自
主的な活動への支援を
積極的に行ったが、新
規団体拡大にはいたら
なかった。

○ 既存の環境美化推進
団体との協働により
継続的にまちの環境
美化推進を図る。
新たな地域における
環境美化推進団体へ
の支援拡大を検討す
る。

環境保全課

地域美化活
動支援

ボランティア清掃活動団
体（スイーパーズ）支援

継続
（平成15年度～）

ボランティア清掃団体で
ある、中目黒スイー
パーズ（中目黒駅周辺）
及び権之助・大鳥ス
イーパーズ（目黒駅周
辺）の支援を行った。

中目黒及び権之助・大鳥
スイーパーズの事務局を
運営し、連絡会における
会員同士の情報の共有
化、活動継続・活性化へ
の協力、清掃用具の貸出
し等を行った。

中目黒スイーパーズ全
体連絡会を開催した。
毎月実績連絡票（平成
27年度の清掃活動実績
1,145回で延12,319人が
参加）・四半期ごとに予
定表を送付した。
権之助・大鳥スイー
パーズ全体連絡会を開
催した。

まちの環境美化に対す
るスイーパーズの活動
が定着してきている。し
かし、その一方で、会員
からマンネリ化への不
安に対する意見も出て
きている。スイーパーズ
の活動を継続していくた
め、周知・啓発などの積
極的な支援が必要であ
る。

○ 中目黒及び権之助・
大鳥スイーパーズの
活動支援を行う。

環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

地域美化活
動支援

落書き消去活動支援 継続
（平成１７年度～）

落書き消去活動を支援
した。

落書き消去剤の貸出や
落書き対策の相談を行っ
た。

落書き消去剤の貸出１
件、落書き対策の相談5
件

落書きの被害を受けた
方への支援として、対
応の相談等を行った。

○ 引き続き支援を行う。
区民ニーズに沿う事
業の進め方や効果的
な周知方法を検討す
る。

環境保全課

吸い殻等の
ポイ捨て・犬
のふん放置
などのマ
ナー普及啓
発

ポイ捨て禁止啓発活動 継続
（平成15年～）

区民等に対し、ポイ捨て
防止についてのマナー
向上のための普及・啓
発を行った。
・啓発プレート等の配布
・ポイ捨て禁止キャン
ペーンの実施

区民等に対し、ポイ捨て
防止についてのマナー向
上のための普及・啓発活
動を行った。
・啓発プレート等の配布
・ポイ捨て禁止キャンペー
ンの実施（7月13日）
･学芸大学西口指定喫煙
所夜間閉鎖試行の実施

・啓発プレートの配布
（101枚）、路上シールの
配布（485枚）
・ポイ捨て禁止キャン
ペーンの実施（80名参
加）

7月のキャンペーンにあ
わせて、学芸大学西口
指定喫煙所の夜間閉鎖
試行を1週間行い、効果
等の調査と啓発を行う
ことができた。

○ 区報による啓発や７
月のポイ捨て禁止
キャンペーン等を実
施する。学芸大学駅
西口指定喫煙所の開
設（28年度中予定）に
あわせて、ポイ捨て
禁止・たばこマナー向
上の啓発活動を行
う。

環境保全課

吸い殻等の
ポイ捨て・犬
のふん放置
などのマ
ナー普及啓
発

路上喫煙禁止区域指定 継続
（平成18年度～）

・路上喫煙禁止区域の
啓発及び指定喫煙所の
環境改善に取り組ん
だ。
・学芸大学駅西口屋内
型指定喫煙所新設に向
けて、地元との協議を
行った。

学芸大学駅西口屋内型
指定喫煙所新設に向け
て地元協議等を行い、設
計を完成することができ
た。

・路上喫煙禁止啓発
シートの設置（学芸大
学・自由が丘・都立大学
駅周辺計140枚）

懸案であった学芸大学
西口喫煙所改善の目処
をつけることができた。
その一方で、中目黒・自
由が丘駅前喫煙所の利
用者数拡大にともなう
対応が課題になってい
る。

○ 学芸大学駅西口屋内
型喫煙所の開設に向
け、地元・関係者との
調整を行う。中目黒・
自由が丘駅前指定喫
煙所についても、改
善案を検討する。ま
た、啓発パトロール委
託の活用などにより、
たばこマナー向上を
進める。

環境保全課

吸い殻等の
ポイ捨て・犬
のふん放置
などのマ
ナー普及啓
発

犬の散歩時などのマ
ナーについての啓発活
動

継続
（平成18年度～２
7年度）

犬のふん放置などのマ
ナー普及啓発

啓発プレートを作成し、窓
口（生活衛生課、碑文谷
保健センター及び各地区
サービス事務所）で配布
した。また、ＨＰでその旨
周知した。犬の飼い方セ
ミナーを3回開催した。２７
年度は犬同伴の実技公
衆を実施。

啓発プレート配布枚数：
延べ175x枚（生活衛生
課窓口配布分のみ）、
犬の飼い方セミナー開
催：開催回数3回、延２４
名の参加がありあった。
少数ではあったが個人
の疑問に対して、内容
がより理解しやすい講
習となった。

犬のふん尿の不始末に
関する苦情・相談件数
は、２６年度は９９件
だったが２７年度は１０
２件で、前年度より増え
てはいるが、犬の糞尿
に関する再相談件数は
減少していることは、評
価できる。

○ 犬の飼い方セミナー
及公園での犬のマ
ナーチラシの配布の
実施等

生活衛生課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

地域特性に
応じた良好
な街並み景
観の形成

都市計画制限（建築物
の高さや敷地面積の制
限など）を活用した良好
な住環境の保全・形成

平成25年度 地域特性に応じた地区
計画を策定する。

原町一丁目・洗足一丁目
地区地区計画を決定し
た。

90% 防災性の向上を目指
し、地元協議会が街づく
りルールを踏まえ、区は
地域の街づくりを推進
するため、関係機関と
調整を行い、地区計画
を決定した。

○ 地域別・テーマ別のま
ちづくり活動の支援等
を行う。

地区整備計画課

地域特性に
応じた良好
な街並み景
観の形成

「景観計画」に基づく建
築物等の景観誘導

継続
（平成22年度～）

景観計画の届出の手引
きを配布する。
景観計画に基づく届出
や事前協議が効率よく
運用されるよう啓発を行
う。

景観届出にかかわる指
導や、事前協議による景
観誘導を行った。

景観の届出29件
事前協議10件

景観アドバイザー制度
による景観誘導により、
よりいっそう良好な景観
形成を図った。

○ 景観計画に基づく届
出や事前協議の指導
を行う。

都市計画課

地域特性に
応じた良好
な街並み景
観の形成

都市計画制限（建築物
の高さや敷地面積の制
限など）を活用した良好
な住環境の保全・形成

継続
（平成22年度～）

原町一丁目・洗足一丁
目地区地区計画につい
て、地元の街づくり提案
を受け,それを基に計画
案を検討する。

原町一丁目・洗足一丁目
地区地区計画について、
都市計画決定する。

原町一丁目・洗足一丁
目地区地区計画につい
て、都市計画決定する。

原町一丁目・洗足一丁
目地区地区計画につい
て、都市計画決定され、
施行されている。

○ 地区計画に基づく届
出や事前協議の指導
を行う。

都市計画課

地域特性に
応じた良好
な街並み景
観の形成

「景観計画」に基づく建
築物等の景観誘導

継続
（平成18年度～）

- 目黒通り沿道景観軸特定
区域における景観形成基
準の改定後、
景観届出にかかわる指
導や、事前協議による景
観誘導を適切に行った。

景観の届出27件
事前協議8件

届出が必要な対象物件
に関しては、ほぼ全て
適切に届出がなされ、
景観計画の内容に適合
するものだった。

○ 現行制度継続 都市整備課

地域特性に
応じた良好
な街並み景
観の形成

地域街づくり条例を活
用した身近な街づくりの
推進

継続
（平成19年度～）

条例の積極的な活用に
向け、区民への周知を
図る。

地域街づくり研究会の登
録と専門家の派遣を行っ

た。

地域街づくり研究会の
登録が1件（新規0件、
更新１件）あった。また。
専門家の派遣（３回）を
行った。

都市計画マスタ-プラン
の実現方策の1つとし
て、地域街づくり研究会
の登録や地域街づくり
団体の認定により、街
づくりの情報提供や専
門家の派遣等、街づくり
活動を支援する仕組み
を整備している。登録さ
れた地域街づくり研究
会に活動支援を行っ
た。

○ 街づくり関連の相談
内容に応じて、条例
の周知と活用に向け
た働きかけを行う。

都市整備課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

地域特性に
応じた良好
な街並み景
観の形成

地区計画制度 平成元年度～（祐
天寺栄通り、中目
黒四丁目）
平成4年度～（自
由通り沿道八雲）
平成6年度～（自
由が丘睦坂、自
由が丘南口）
平成21年度～（目
黒本町五丁目）
平成22年度～（自
由が丘サンセット
エリア）
平成26年度～（西
小山駅前）
平成27年度～(原
町一丁目・洗足一
丁目)

- 地区計画届出51件 地区計画区域内におけ
る建築行為等に伴う届
出が、ほぼ全て適切に
提出された。

○ 現行制度継続 都市整備課

地域特性に
応じた良好
な街並み景
観の形成

電線類の地中化 平成2年～（祐天
寺栄通り・中目黒
四丁目）
平成4年～（自由
通り沿道八雲）
平成6年～（自由
が丘睦坂・自由が
丘南口）
平成21年～（目黒
本町五丁目）
平成22年～（自由
が丘サンセットエ
リア）
平成21年～（補助
30号線）
平成2２年～（都
立大学駅前）
平成27年～(東邦
大学大橋病院前)

東邦大学大橋病院前
予備設計

東邦大学大橋病院前
予備設計

東邦大学大橋病院前
予備設計

事業目標を達成した ○ 東邦大学大橋病院前
詳細設計

土木工事課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

地域特性に
応じた良好
な街並み景
観の形成

違法屋外広告物の指
導・取締

継続
（平成21年度～）

－ 違反屋外広告物が依然
として多い。

違反屋外広告物除却数
117,577枚

違反屋外広告物が依然
として多く、引き続き啓
発、指導取締りに取り
組む必要がある。

○ 区民団体及び区によ
る違反広告物の継続
的な除却、関係機関
による共同除却、違
反広告物掲出者への
是正指導

道路管理課

景観に配慮
した公共施
設（公共空
間）の整備

駒場公園の文化財保
存・修復整備

継続
（平成17年度～）

和館等保存修復工事 和館等保存修復工事
完了

和館等保存修復工事
完了

和館等保存修復工事
完了した

〇 駒場公園和館等防災
施設整備工事

みどりと公園課

景観資源や
歴史・文化
的資源の保
全とその価
値を学び親
しむ機会の
提供

景観法に基づく景観重
要建造物・樹木の指定

継続
（昭和22年度～）

景観重要建築物及び樹
木の指定方針の具体化
を図る。

景観重要建造物の指定、
景観需要樹木の指定は
なかった。

景観重要建造物の指
定、景観需要樹木の指
定はなかった。

－ ○ 景観重要建造物の指
定、景観需要樹木の
指定等について検討
する。

都市計画課

景観資源や
歴史・文化
的資源の保
全とその価
値を学び親
しむ機会の
提供

景観計画パンフレット配
布、シンポジウムの開
催などによる区民意識
の啓発

継続
（平成22年度～）

区ホームページ等にお
いて、景観向上のため
の啓発を行う。

景観計画のパンフレットを
配布し、周知を行った。

パンフレットの配布
約１０００枚

景観計画のパンフレット
を配布し、周知を行っ
た。

○ 区ホームページ等に
おいて、景観向上の
ための啓発を行う。

都市計画課

景観資源や
歴史・文化
的資源の保
全とその価
値を学び親
しむ機会の
提供

文化財及び遺跡調査・
保存

継続
（昭和54年度～）

文化財を良好な状態で
保存するため、調査、指
導等を行う。

埋蔵文化財立会調査37
件
埋蔵文化財試掘調査5件
埋蔵文化財本格調査2件
埋蔵文化財整理調査4件
歴史的建築物調査1件
文化財説明板設置2件

－ 埋蔵文化財立会調査、
試掘調査、本格調査や
歴史的建築物調査など
の実施により、文化財
保存、保護を行った。ま
た、文化財説明板を設
置し文化財保護意識の
啓発を行った。

○ 埋蔵文化財保護のた
め立会調査、試掘調
査、本格調査等の実
施
文化財説明板等の設
置

生涯学習課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

景観資源や
歴史・文化
的資源の保
全とその価
値を学び親
しむ機会の
提供

文化財啓発資料作成 継続
（平成元年度～）

広く区民に対し、区内の
文化財保護意識の普及
啓発を図る。

「めぐろの文化財」「目黒
区文化財マップ」の頒布
「めぐろの文化財」　　98
冊
「目黒区文化財マップ」
155冊

－ 区民の文化財保護に対
する意識の啓発を図っ
た。

○ 「めぐろの文化財」「目
黒区文化財マップ」の
頒布

生涯学習課

景観資源や
歴史・文化
的資源の保
全とその価
値を学び親
しむ機会の
提供

区内文化財めぐり 継続（昭和40年度
～）

前年度（147名）以上の
参加者をめざす。

6回実施し、1回の平均参
加人数は31.8人であっ
た。

191名の参加 前年度とコースを変更し
て実施するなど工夫を
行った結果、参加者は
増加した。また、参加者
からは概ね好評との評
価をいただいている。

○ 文化財啓発事業とし
て定着しており、さら
に充実した実施をめ
ざす

生涯学習課

景観資源や
歴史・文化
的資源の保
全とその価
値を学び親
しむ機会の
提供

歴史資料館運営 継続
（平成21年度～）

目黒区の歴史と文化に
関する資料を収集、整
理・保管・調査研究し、
常設展示や企画展示で
紹介するとともに、画像
閲覧や学習相談、講演
会・講座など、各種教育
普及事業を実施する。

【展示】常設展『めぐろの
歴史と文化』、企画展①
春の企画展「いのる・ね
がう・まつる～目黒の信
仰と芸能～」、②夏の企
画展「みる・しる・あそ
ぶ！－歴史資料館で？
（はてな）さがしー」、③秋
の企画展「戦後70年　目
黒の戦中・戦後」、④冬の
企画展「昔のくらしと道具
展－衣・食・住－」【教育
普及】⑤春の企画展ワー
クショップ１回、⑥夏休み
ワークショップ「土器づく
り」5回、「勾玉づくり」5
回、⑦秋の企画展講演会
「戦後70年　戦争遺跡・遺
物などから見る目黒」、⑧
秋の企画展関連ワーク
ショップ「目黒・世田谷の
戦争遺跡をめぐる」、⑨冬
の企画展イべント「足踏
みミシンを動かしてみよ
う」４回、｢行李や風呂敷
で運んでみよう」２回、「炭
火アイロンを持ってみよ
う｣２回

数値目標の設定になじ
まない

各種展示事業、教育普
及事業を通じて、目黒
の歴史や文化に親しむ
機会を提供した。

○ 継続実施する 生涯学習課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

景観資源や
歴史・文化
的資源の保
全とその価
値を学び親
しむ機会の
提供

古民家運営 継続
（昭和57年度～）

区指定建造物の「古民
家」を公開し、年中行事
を再現する。体験学習
事業を通して日本の伝
統文化を学び、継承す
る機会を提供する。

【年中行事】＜五月人形･
鯉幟飾り、七夕飾り、お月
見、雛人形飾り＞、【体験
学習会等】＜七夕飾りの
製作、七夕のお話会、お月
見のお話会＞、【東京文化
財ウィーク2015参加事業】
『東京9区　文化財古民家
めぐり』を合同で開催し、9
区の古民家の所在地や特
徴を解説した資料や東京9
区の古民家をめぐるスタン
プラリーシートを古民家で
配布し、イベントとしては
「目黒区古民家･めぐろ歴
史資料館解説会」を実施し
た。9区合同事業としては、
「来て見て発見！はじめよ
う古民家めぐり・展示会」、
古民家講座｢次世代に継
承する古民家ー古民家修
理の記録とその技術ー｣に
参加協力を行った。
【基礎改修工事】10月15日
から12月27日までの間、
臨時休館して、不同沈下を
防ぐために「曳家」という日
本古来の技法により柱・束
を固定し、基礎等の改修
工事を実施した。

数値目標の設定になじ
まない

伝統文化を学び継承す
る機会を提供した。

○ 継続実施する 生涯学習課

景観に配慮
した公共施
設（公共空
間）の整備

【再】公園・緑道等の整
備

継続
（昭和25年度～）

129ヶ所（うち緑道10路
線）
（373,341.06㎡）

△ みどりと公園課

景観に配慮
した公共施
設（公共空
間）の整備

みどりの散歩道整備 継続
（昭和60年代～）

－ 9コース 0件 現状確保 ○ 継続実施 みどりと公園課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

ごみ減量・も
のを大切に
するライフス
タイルの普
及啓発

エコプラザを拠点とする
情報発信・環境活動へ
の支援

継続
リサイクルショッ
プ、シルバーアト
リエ(平成5年度
～）
その他（平成7年
度～）

目黒区エコプラザのPR
を行っていくことで、エコ
プラザ利用者の増進を
図る。
（エコライフめぐろ推進
協会の指定管理事業）

リサイクルショップ、シル
バーアトリエともに販売金
額が平成26年度と比較
し、増加した。

リサイクルショップ
(小物類：受付56,479
点、販売47,995点）
シルバーアトリエ
(家具：受付1,024点、販
売1,019点）
不用品情報登録345件
不用品あっせん成立70
件

リサイクルショップ等を
運営することで、不用物
品の再生・販売や交換
の場を提供することが
できた。

○ 平成28年度は、リサ
イクルショップ及びシ
ルバーアトリエ事業を
実施する。
なお、シルバーアトリ
エ事業については、
平成29年度から清掃
工場建替えに伴うた
め休止となる。

環境保全課

ごみ減量・も
のを大切に
するライフス
タイルの普
及啓発

めぐろ買い物ルールの
展開

継続（平成17年度
～）

平成18年3月ル-ル策定
「めぐろ買い物ル-ルを
広める会」（任意の組
織）を中心にＰＲしてい
く。

「買い物ル-ルを広める
会」のブログを運営。買い
物ル-ル参加店として25
店舗登録。

めぐろ買い物ル-ルの
認知度は26.3％（平成
27年9月発行の「めぐろ
の環境」より）

エコまつりめぐろ2015な
どのイベントで買い物
ルール参加店マップの
掲示等をし、区民への
周知を図った。

○ 「めぐろ買い物ルー
ル」は区の発生抑制
策のひとつであるた
め、引き続き広める
会を中心に、買い物
ル-ルの普及を図り、
区民･事業者への認
知度を向上させるとと
もに、「めぐろ買い物
ルール」の実践者を
増やしていく。

清掃リサイクル課

ごみ減量・も
のを大切に
するライフス
タイルの普
及啓発

3R推進キャンペーン 継続
リサイクルショッ
プ、シルバーアト
リエ(平成5年度
～）
その他（平成7年
度～）

ごみゼロの日(5/30)か
らごみと資源の分別徹
底キャンペーンの実施。
スマートショッピング
キャンペーン10/1～31
の実施。懸垂幕掲示、
西口ロビー展示を行う。
ごみを出さない、増やさ
ないライフスタイルへの
きっかけとする。

各学校から応募のあった
ごみ散乱防止と３Rを進
めるためのポスター・標
語コンテスト作品展示（ポ
スター121作品・標語106
作品）。エコライフ推進協
会主催の「何でも作り隊」
で作成したグッズの展
示。懸垂幕掲示2回。

ごみ散乱防止と３Rを進
めるためのポスター・標
語コンテスト作品展示
（ポスター121作品・標
語106作品）について
は、区報で作品展示の
案内を行い区民への周
知を図った。

　住民等が参加すること
により、地域に密着した
啓発活動を行い、資源・
ごみに対する意識を高
めた。ごみ散乱防止と３
Rを進めるためのポス
ター・標語コンテスト作
品展示については、展
示について区報で周知
を図った。

○ 引き続き３R推進や発
生抑制策の取組みを
実施し、区報や区
ホームページなどで
周知を図っていく。特
に28年度からは、ご
みの発生抑制と２Rを
重点にキャンペーンと
実施する。

清掃リサイクル課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

ごみ減量・も
のを大切に
するライフス
タイルの普
及啓発

啓発冊子・パンフレット
の発行

継続
（平成12年度～）

区民・事業者がごみ減
量やリサイクル推進の
必要性を理解し、社会
経済活動や生活様式を
見直すよう意識啓発を
図る。また、子どもや転
入者にごみの分別方法
の情報を提供する。

「資源とごみ分け方・出し
方」等のチラシパンフレッ
ト、ポスターの作成により
継続な啓発活動を実施し
た。また、「資源とごみの
分け方出し方」の充実
版、子ども向け（低学年
用）パンフレットを作成し
た。

・子ども向けパンフレット
各2000部（小４・低学年
向け）
・「資源とごみ分け方出
し方」充実版　30000部
・「資源とごみ分け方出
し方」外国語（英1000・
中500・韓300）充実版

区ホームページ・ポス
ター・チラシなどの情報
発信により分別徹底に
ついて“資源とごみのゆ
くえ”などの情報提供
で、より深い情報の周
知を図った。

○ ３R事業の推進や分
別徹底についてチラ
シ・リーフレットなど、
様々な媒体を利用し
て情報提供を行う。

清掃リサイクル課

ごみ減量・も
のを大切に
するライフス
タイルの普
及啓発

区ホームページへの情
報の掲載

継続
（平成12年度～）

ごみの分別方法やキャ
ンペ-ン、ごみの年間収
集量など多様な情報を
発信することにより普及
啓発を図る。

3R推進キャンペ-ン、使用
済み小型家電回収開始
のお知らせや有料ごみ処
理券ついて掲載した。ま
た、清掃工場建替に伴う
情報など発信した。

発信数66回（情報発信・
お知らせ・内容更新等）
を行った

3Ｒ推進や使用済み小
型家電情回収,水銀含
有物の分別回収の情報
提供等を平均月4回の
情報提供を行った。ま
た、清掃工場建替えの
情報発信など積極的に
活用した。

○ 引き続き、分別の徹
底や区民の知りたい
情報提供を図るた
め、ホ-ムペ-ジのわ
かりやすい画面展開
での情報発信を行っ
ていく。

清掃リサイクル課

家庭ごみの
減量

家庭ごみ有料化などの
ごみ減量手法の調査研
究

継続
（平成12年度～）

引き続き、他区や他自
治体等の情報収集を行
う。

他区や他自治体等の情
報収集を行った。

－ 区としても財源確保策と
して有効ではないとの
結論となり、有料化につ
いての議論の素地を作
るため関連情報の収集
とともに、ごみ処理原価
の統一的な算定が必要
である。

○ 引き続き、他区や他
自治体等の情報収集
を行う。

清掃リサイクル課

事業ごみの
減量

事業用大規模建築物の
排出指導

継続
（平成12年度～）

事業用大規模建築物の
排出指導を50回程度実
施する。

事業用大規模建築物の
排出指導を実施した。

40回実施 大規模建築物に対する
立入り検査を行うことに
より、大規模事業系廃
棄物の減量に関する啓
発ができた。

○ 事業用大規模建築物
の排出指導を行って
いく。

清掃事務所
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

資源回収の
推進

びん・缶・ペットボトル・
プラスチック製容器包装
の分別回収事業

継続
（平成18年度～）

区内全区で4品目（び
ん・缶・ペット・プラスチッ
ク製容器包装）の分別
回収事業を実施する。

区内全区で4品目（びん・
缶・ペット・プラスチック製
容器包装）の分別回収事
業を通年実施した。

びん     　3,050t
缶　           824t
ペットボトル 977ｔ
容リプラ  　1,696t

平成20年10月以前に比
べ、燃やさないごみは
大幅に減少し、資源は
増加した。
分別回収事業は、順調
に推移し概ね定着して
きている。

○ 引き続き、区内全区
で4品目（びん・缶・
ペット・プラスチック製
容器包装）の分別回
収事業を実施する。

清掃事務所

資源回収の
推進

古紙の資源回収事業 継続
（平成12年度～）

古紙の資源回収を実施
していく。

事業系及び高齢者等訪
問収集で古紙回収を実
施した。

古紙  298 t 平成24年3月から古紙
の集団回収一元化事業
を完全実施し、集団回
収で回収されるようにな
り、集団回収事業を補
完する役割として、資源
回収を行った。

○ 引き続き、事業系及
び高齢者等訪問収集
で古紙回収を実施す
る。

清掃事務所

資源回収の
推進

ペットボトル等の拠点回
収事業

継続
（平成12年度～）

公共施設等において、
乾電池・紙パック・小型
家電の拠点回収を行
う。

公共施設等において、乾
電池・紙パック・小型家電
の拠点回収を行った。

乾電池 　16t
紙パック　 5t
小型家電　4t

ペットボトルの店頭回収
は、26年度末で廃止し
た。
小型家電の拠点回収
は、モデル回収により
回収量・売却について
一定の成果を得たの
で、本格実施した。

○ 引き続き、紙パック・
乾電池・小型家電の
拠点回収を実施す
る。

清掃事務所

資源回収の
推進

集団回収の支援事業 継続
（平成4年度～）

集団回収実施団体への
支援を行う

実施団体への支援を行っ
た。

集団回収実施団体数
285団体
古紙回収量　 13,302 t

平成24年3月から古紙
の集団回収一元化事業
を完全実施したことによ
り、行政による回収量
は減少している。

○ 実施団体への支援を
行う。

清掃事務所
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

リユース・リ
サイクル文
化の提唱と
発信

フリーマーケットの開
催、地域(目黒）環境
ルールの啓発普及

継続（平成7年度
～）

「もったいない」意識の
向上と環境への理解を
深める。

フリーマーケットは休止し
たものの、リサイクル着
物セールや子ども服の交
換会を実施した。

リサイクル着物セール
開催　1回
子ども服の交換会開催
2回

目黒区エコプラザの周
知も兼ねて着物セール
を実施することができ
た。

○ リサイクル着物セー
ルは実施する。

環境保全課
（エコライフめぐろ推
進協会）

安全・適正
なごみの収
集と処理

ごみ収集作業 継続
（平成17年度～）

平成17年度のごみ量
（64,866t）を平成28年度
までに35％削減する。
（算定方法が変わった
ため持込ごみ量は除く）

平成27年度のごみ量確
定値を待って数値記入。

平成27年度のごみ量
確定値を待って数値記

入。

平成27年度のごみ量確
定値を待って数値記
入。

○ 引き続き、削減目標
達成に努める。

清掃リサイクル課

安全・適正
なごみの収
集と処理

事業系有料ごみ処理券
の販売

継続
（平成12年度～）

23区共有システムであ
る「ごみ処理券管理シ
ステム」により、有料ご
み処理券の印刷･配送･
販売体制の効率的な運
用を行う。
また、円滑かつ確実に
事務処理が進められる
よう公募店への立入検
査を実施する。

有料ごみ処理券取扱公
募店64店舗中、32店舗に
立入検査を実施し、ごみ
処理券の在庫数や帳簿
等の確認・指導を実施し
た。

平成27年度有料ごみ処
理券交付数

70ﾘｯﾄﾙ券5,191セット
45ﾘｯﾄﾙ券27,034セット
20ﾘｯﾄﾙ券6,473セット
10ﾘｯﾄﾙ券 4,822セット

有料ごみ処理券の印
刷･配送･販売体制の効
率的な運用を行った。
32店舗に対し、立ち入り
調査を実施した。

○ 引き続き、有料ごみ
処理券の印刷･配送･
販売体制の効率的な
運用を行う。
また、手数料改定に
向け、円滑な移行が
出来るよう準備を進
めていく。

清掃リサイクル課

安全・適正
なごみの収
集と処理

一般廃棄物処理業の許
可と指導

継続（平成18年度
～）

一般廃棄物処理業者に
対して、法令等を遵守
するよう指導する。

一般廃棄物処理業者に
対して、法令等を遵守す
るよう指導する。許可事
務担当者会等に出席し
て、共通認識を持ちなが
ら23区課題に取り組ん
だ。

平成27年度受付件数
 新規・更新申請等148
件、その他の届出538
件。

必要な立入検査を第３
ブロックで分担して、適
正に実施した。
23区共同で、許可証の
一斉交付式、更新講習
会、能力認定試験等を
実施した。

○ 一般廃棄物処理業許
可に係る申請窓口を
清掃協議会へ移管
し、申請の審査は行
わなくなったが、業者
への立入検査は引続
き区が行うこととなっ
た。業者への立入検
査を積極的に行い、
指導を推進する、

清掃リサイクル課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

安全・適正
なごみの収
集と処理

廃棄物関連の法制度に
関する情報提供等

継続
（平成７年度～）

区報・チラシ・区ホーム
ページ等による情報提
供促進を図る。

簡易包装・マイバックキャ
ンペーンへの販売事業者
への参加呼びかけ、キャ
ンペーンポスター等の掲
示をおこなった。

－ 引き続き、簡易包装マ
イバックキャンペーンの
趣旨に賛同する事業者
の参加促進を図った。

○ 区報・チラシ・区ホー
ムページ等による情
報提供の促進を図
る。

清掃リサイクル課

安全・適正
なごみの収
集と処理

適正処理困難物等に関
する情報提供

継続
（平成12年度～）

有害物質を含む廃棄物
の適正処理についての
情報を提供する。

「資源とごみの分け方出
し方」等のパンフレットや
めぐろ区報、ホームペー
ジにより情報提供した。

水銀等の適正処理困難
物等やスプレー缶・ライ
ター等の収集危険物に
ついても、パンフレット
やホームページにより
情報提供した。

正しい分別方法の徹底
を図り周知した。（火気・
危険物及び不法投棄に
係る適正排出の情報提
供を含む）

○ 引き続き、区報・チラ
シ・ホームページなど
による情報提供を行
う。

清掃リサイクル課

安全・適正
なごみの収
集と処理

廃棄物関連の法制度の
改正要望

継続
(平成7年度～）

環境に配慮した製品・
流通に関する情報を提
供する。

学習会等あらゆる機会を
利用して、環境に配慮し
た製品・流通に関する情
報を提供した。

－ 環境に配慮した製品・
流通に関する情報を提
供し、買い物の段階か
ら意識する契機となっ
た。

○ 区報・チラシ・区ホー
ムページ等による情
報提供の促進を図
る。

清掃リサイクル課

安全・適正
なごみの収
集と処理

拡大生産者責任の視点
に立った容器包装リサ
イクル法などへの対応

継続
（平成12年度～）

時機をとらえて法律制
度の見直しを要請す
る。

平成18年6月に改正され
た容器包装リサイクル法
の趣旨に即して、ペットボ
トル及びプラ製容器包装
等を指定法人ル-トに引
渡して再商品化を図っ
た。

－ 拡大生産者責任の原則
に則って特定事業者の
役割分担をより大きくす
るよう、27年に特別区長
会として国へ要望した。
また、29年度の国の施
策に反映するために、
全国市長会経由で要望
を出すよう、特別区長会
に要請した。

○ 引き続き情報収集や
区民意見の把握に努
めながら、社会全体
での環境負荷の低減
や効率化を目指した
法制度の改正を要望
する。

清掃リサイクル課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

ごみの分別
ルールの徹
底

ふれあい指導（排出指
導）

継続
（平成12年度～）

集積所の個別改善指導
等を行う。
小学校等において環境
学習を開催する。

集積所の個別改善指導
等は、回収の都度、必要
に応じて実施した。内の
小学校等において、ごみ
処理の流れや分別に関
する環境学習を37箇所で
開催した。

－ 区民・事業者と対話しな
がら集積所の改善指導
等を行い、分別等の徹
底を呼びかけることが
できた。
環境学習を通して児童
等にごみ処理の流れや
分別に関する関心を高
め理解を深めることが
できた。

○ 集積所の個別改善指
導等を行いながら、事
業者の適正排出指導
も行っていく。
小学校等において環
境学習を開催する。

清掃リサイクル課

ごみの分別
ルールの徹
底

不法投棄の防止 継続
（平成12年度～）

住民からの通報等によ
り不法投棄に対する警
告ポスターを集積所に
掲示するなど、積極的
な予防に努める。

住民からの通報等により
不法投棄に対する警告ポ
スターを集積所等に掲示
するなど、積極的な予防
に努めた。

－ 啓発や予防策を行うこ
とにより、不法投棄の防
止策に努めることがで
きた。

○ 集積所や空き地の不
法投棄について、関
係機関と情報提供を
行い、警告シールの
貼付等により、ルール
の徹底を図る。

清掃リサイクル課

温室効果ガ
スの排出抑
制等の総合
的・計画的
施策の推進

地球温暖化対策地域推
進計画の推進

継続
（平成18年度～）

平成18年12月に立ち上
げた区民団体、区内大
規模事業者、運輸関係
事業所、学校、官公署
等幅広い分野の代表で
構成する「目黒区地球
温暖化対策地域協議
会」において、温室効果
ガスの排出の抑制を目
的とした「目黒区地球温
暖化対策地域推進計画
（第二次計画）」を推進
する。

目黒区地球温暖化対策
地域推進計画（第二次計
画）に基づき、太陽光発
電システム等の新エネル
ギ-及び省エネルギ-機器
の設置費助成事業、めぐ
ろグリーンアクションプロ
グラム、省エネ活動の啓
発など具体的な取組みを
実施した。

温室効果ガスの排出量
については、算定に用
いる数値等が出揃うの
に時間がかかるため、
達成状況の確認ができ
るまでに2～3年の時間
を要する。

太陽光発電システム等
の設置費助成事業など
を実施し、温室効果ガ
ス排出の削減と区民へ
の啓発に努めた。

○ 「目黒区地球温暖化
対策地域推進計画
（第二次計画）」に基
づき、二酸化炭素排
出量やエネルギー使
用量の削減に向けた
「緩和策」や熱中症予
防等の対策などの
「適応策」を取組み
を、「目黒区地球温暖
化対策地域協議会」
とともに推進する。

環境保全課

省エネ行動
の提案・推
進

夏季における軽装化 継続
（平成17年～）

取組みの目的等につい
て、区報やホ-ムペ-ジ
により区民に周知して
協力を求める。

節電の取組みの一環とし
て、5/1～10/31に取組期
間を拡大した「節電ビズ」
として実施した。

－ 室内温度を28度に設定
し、軽装化で仕事を行う
ことにより、区有施設の
電力消費を抑えること
ができた。

○ 継続実施 環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

省エネ行動
の提案・推
進

普及版めぐろグリーンア
クションプログラム

継続
平成16年度～家
庭版
平成24年度～普
及版
平成27年度～笑
エネトライ

× 楽しくエネルギーを使
いながら消費量を減
らし、家計にやさしく、
みんなで笑いながら
省エネにトライする
「めぐろ笑エネトライ」
を実施する。

環境保全課

省エネ行動
の提案・推
進

昔ながらのエコ暮らし体
験等生活スタイル見直
し講座の開催
「江戸の暮らしから学
ぶ、エコ生活活用術」

継続（平成２２年
度～）※平成２３
年度は実施せず
平成24年度から
エコライフめぐろ
推進協会が指定
管理事業として行
なった講座

家庭での省エネルギー
行動を推進するための
講座を実施する。

指定管理事業として実施
しなかったが、エコライフ
めぐろ推進協会の自主事
業で環境講演会を実施し
た。

環境講演会
（「MOTTAINAIをシンク
しよう！」）
1回

指定管理事業で実施で
きなかったが、自主事
業で講演会という形式
で開催したため、当初
の目標は達成できた。

○ エコライフめぐろ推進
協会の自主事業とし
て、めぐろスマートラ
イフ事業を実施してい
るため、この事業と連
携しながら指定管理
事業で実施する。

環境保全課
（エコライフめぐろ推
進協会）

家庭への再
生可能エネ
ルギー・省
エネルギー
機器普及お
よび導入

住宅用新エネルギー及
び省エネルギー機器導
入支援の検討

継続
（平成21年度～）

新エネルギー・省エネ
ルギー機器助成　107
件

区報やホ-ムペ-ジ等で周
知を図り、申請件数は、
太陽光発電システム44
件、家庭用燃料電池シス
テム88件、CO2冷媒ヒ-ポ
ンプ給湯器22件、HEMS
（家庭用エネルギー管理
システム）64件、マンショ
ン共用部LED照明6件で
あった。

助成件数：太陽光発電
システム40件、家庭用
燃料電池システム87
件、CO2冷媒ヒ-ポンプ
給湯器21件、HEMS（家
庭用エネルギー管理シ
ステム）63件、マンショ
ン共用部LED照明5件

太陽光発電システムの
申請が減少したが、申
請期間を延長するな
ど、再生可能エネル
ギーの普及に努めた。

○ 実施計画事業として
継続実施
助成対象機器を見直
し、実施する。

環境保全課

公共交通等
の利用促進

公共交通機関の利用促
進

継続
（平成20年度～）

－ ホ-ムペ-ジなどに掲載
し、意識啓発を図った。

－ 今後も継続的に周知活
動を行っていく必要があ
る。

○ 継続実施 環境保全課

エコドライブ
の普及促進

環境に配慮した運転の
啓発

継続
（平成20年度～）

－ シミュレーターによる疑似
体験等の開催により、エ
コドライブの普及啓発を
図った。

－ 体験者は18人であっ
た。のぼりを立てるな
ど、パネル展来場者へ
もエコドライブの普及啓
発に努めた。

○ チラシ配布などにより
普及啓発する。

環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

省エネ行動
の提案・推
進

笑エネトライ 継続（名称変更）
平成16年度～家
庭版
平成24年度～普
及版
平成27年度～笑
エネトライ

「めぐろグリーンアクショ
ンプログラム（普及版）」
を改訂し、楽しくエネル
ギーを使いながら消費
量を減らし、家計にやさ
しく、みんなで笑いなが
ら省エネにトライする
「めぐろ笑エネトライ」を
実施する。

区報やホ-ムペ-ジで周知
するとともに、エコプロダ
クツなどのイベントでも事
業の紹介を実施した。

参加件数
1か月：22件
4か月：9件（5件）
※（　）は1％削減した件
数

楽しく省エネに取り組め
るようにして、家庭にお
ける省エネ活動の啓発
に努めた。

○ 楽しくエネルギーを使
いながら消費量を減
らし、家計にやさしく、
みんなで笑いながら
省エネにトライする
「めぐろ笑エネトライ」
を実施する。

環境保全課

【再掲】温室
効果ガスの
排出抑制等
の総合的・
計画的施策
の推進

地球温暖化対策地域推
進計画の推進

継続
（平成18年度～）

平成18年12月に立ち上
げた区民団体、区内大
規模事業者、運輸関係
事業所、学校、官公署
等幅広い分野の代表で
構成する「目黒区地球
温暖化対策地域協議
会」において、温室効果
ガスの排出の抑制を目
的とした「目黒区地球温
暖化対策地域推進計画
（第二次計画）」を推進
する。

目黒区地球温暖化対策
地域推進計画（第二次計
画）に基づき、太陽光発
電システム等の新エネル
ギ-及び省エネルギ-機器
の設置費助成事業、めぐ
ろグリーンアクションプロ
グラム、省エネ活動の啓
発など具体的な取組みを
実施した。

温室効果ガスの排出量
については、算定に用
いる数値等が出揃うの
に時間がかかるため、
達成状況の確認ができ
るまでに2～3年の時間
を要する。

太陽光発電システム等
の設置費助成事業など
を実施し、温室効果ガ
ス排出の削減と区民へ
の啓発に努めた。

○ 「目黒区地球温暖化
対策地域推進計画
（第二次計画）」に基
づき、二酸化炭素排
出量やエネルギー使
用量の削減に向けた
「緩和策」や熱中症予
防等の対策などの
「適応策」を取組み
を、「目黒区地球温暖
化対策地域協議会」
とともに推進する。

環境保全課

【再掲】温室
効果ガスの
排出抑制等
の総合的・
計画的施策
の推進

地球温暖化対策推進実
行計画の推進

継続
（平成21年度～）

区の事務事業に伴って
排出される温室効果ガ
ス排出量・エネルギー
使用量をH24年度を基
準としてＨ30年度におい
て5％以上削減

推進会議や専門部会に
おいて取り組みを検討
し、めぐろエコ・プランⅡを
推進した。

H24年度（基準値）比
で、温室効果ガス（二酸
化炭素換算）排出量原
単位は1.4％減、エネル
ギー（原油換算）使用量
原単位は1.3％の減少と
なった。

省エネルギー機器の導
入や節電に取り組ん
だ。

○ 「目黒区地球温暖化
対策推進第二次実行
計画（めぐろエコ・プラ
ンⅡ）」に基づき、温
室効果ガスの削減や
環境負荷の低減に向
けた取組みを推進す
る。

環境保全課

商店街の環
境配慮行動
支援

街路灯のLED化 平成21年度～（平
成19年度～実験
開始）

４団体 ４団体 ４団体 使用電力量の低減に
なった。

○ ２団体 産業経済・消費生
活課

商店街の環
境配慮行動
支援

環境への負荷の少ない
商品の購入

継続
（平成20年度～）

－ 環境への負荷の少ない
商品の購入について、普
及・啓発に努めた。

－ 今後も継続的に周知活
動を行っていく必要があ
る。

○ 継続実施 環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

事業所への
再生可能エ
ネルギー・
省エネル
ギー普及の
仕組みづく
り

めぐろグリーンアクショ
ンプログラム（事業所
版)

継続
（平成16年度～）

認定件数5件
認定会4回

新規認定件数1件
更新認定件数20件
認定会4回

－ 新規参加件数は1件に
とどまり、参加事業所の
大幅な増加には至らな
かった。認定証や冊子
を見直すなど、改善し
た。

○ 継続実施 環境保全課

公共施設の
低炭素化の
推進

エコスクール（外断熱・
太陽光発電・雨水利用
システム等の導入）

継続
（平成19年度～）

学校施設の改修の予定
は無い。

東山小学校の改築に伴
いエコスクールの認定を
受けた。
（事業タイプ）・太陽光発
電型　・太陽熱利用型　・
省エネルギー、省資源型
・自然共生型　・木材利用
型

- - ○ 学校施設の改修の予
定は無い。

学校施設計画課

公共施設の
低炭素化の
推進

街路灯のＬＥＤ化 平成21年度～（平
成19年度～実験
開始）

600灯設置 - ７２５灯設置 目標を達成した。 ○ 街路灯の交換時期に
合わせて順次LED化
を進める。

土木工事課

環境にやさ
しい自動車
の普及促進

中小企業者向け低公害
車買換え資金融資あっ
せん

継続
（平成17年度～）

－ 申請なし － 今後も継続的に周知し
ていく。

○ 継続実施 産業経済・消費生
活課

環境に配慮
した事業活
動の支援

環境に配慮した中小企
業向け融資の充実

平成27年度開始 － あっせん実績　5件
（内訳）
太陽光発電システム　1
件
低公害車導入　4件

－ 今後も継続的に周知し
ていく。

○ 継続実施 産業経済・消費生
活課

ヒートアイラ
ンド対策とし
ての緑化の
推進

【再掲】公共施設の緑化 継続 継続実施 都立大学駅前ふれあい
広場
目黒区粗大中継所
目黒区営碑文谷アパート

地上　　659.35㎡
屋上  　138.48㎡

公共施設の緑化が推進
できた。

○ 継続実施 みどりと公園課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

ヒートアイラ
ンド対策とし
ての緑化の
推進

【再掲】みどりのまちな
み助成

継続 継続実施 接道　10,226.43ｍ
屋上　 4,847.12㎡
壁面　    476.85㎡

接道　194.16ｍ
屋上　105.56㎡
壁面　    0.00㎡

確実な緑化が進んだ。 ○ 継続実施 みどりと公園課

ヒートアイラ
ンド対策とし
ての緑化の
推進

【再掲】保存樹木等の指
定

継続（平成27年度
より新規指定を再
開）

継続実施 樹木　558本
樹林　　26件
生垣　　64件

樹木42件（新規指定）
樹林0件
生垣1件

新規指定開始により、
総本数は増となった。

○ 継続実施 みどりと公園課

ヒートアイラ
ンド対策とし
ての緑化の
推進

豊かな芝生校庭の維持
継続

継続
（平成16年度～）

既存の豊かな芝生校庭
の維持継続

- 達成数値２校 校庭芝生の維持管理を
行い、ヒートアイランド
対策に寄与した。

○ 新たな芝生化の予定
校はなく、現状の状態
を維持していく。

学校施設計画課

人工排熱の
低減

ヒートアイランド対策へ
の取組み

継続
（平成17年度～）

打ち水について、区報
やHPにより区民に周知
して協力を求める。

打ち水について、区報や
HPにより区民に周知し
た。

－ 打ち水について、区報
やホームページに掲載
し、区民に啓発できた。

○ 継続実施 環境保全課

保水性舗
装・遮熱性
舗装の整備

保水性舗装の整備(目
黒本町)、保水性舗装の
整備(目黒川沿い)

継続
（昭和49年度～）

保水性舗装
600㎡(160m)

保水性舗装
624㎡(157m)

保水性舗装
624㎡(157m)

事業目標を達成した ○ 土木工事課

環境学習推
進方針の作
成

環境学習推進方針の作
成

継続 平成26年度に改定した
目黒区環境学習実行プ
ランに基づき、各事業を
実施する。

－ － － ○ 平成26年度に改定し
た目黒区環境学習実
行プランに基づき、各
事業を実施する。ま
た、環境学習評価
シートにより平成27年
度の事業の評価を行
い、結果を公表する。

環境保全課

環境学習機
会の提供

消費生活講座 継続 消費生活講座で環境問
題について考え、区民
の環境に配慮した消費
生活の意識を高める。

消費生活講座で環境問
題について考えることに
より、環境に配慮した消
費生活を意識できるよう
取り組んだ。

消費生活講座（3講座）
の中で、リサイクルや省
エネについて学んだ。
参加者51人

消費生活講座の中に、
環境に関する内容を盛
り込み啓発することがで
きた。

○ 継続実施 産業経済・消費生
活課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

環境学習機
会の提供

消費生活展 継続
（昭和49年度～）

環境に配慮した消費生
活を意識させるために、
環境関係の団体等に参
加を呼びかけ啓発す
る。

環境に関係のある団体等
に消費者展に参加しても
らった。

11月7・8日に開催
来場者数延べ8,000人

リサイクル工作や小型
家電の回収、フードドラ
イブ等を行い、環境に
関する啓発ができた。

○ 継続実施 産業経済・消費生
活課

環境学習機
会の提供

月間事業（環境月間、
温暖化防止月間）

継続
（平成14年度～）

「環境月間」を周知する
とともに、区民一人ひと
りが身近な地域環境か
ら考えるきっかけとなる
ような行事を実施する。
（環境パネル展など）

【環境パネル展】6/9～
6/18総合庁舎1階西口ロ
ビーにてパネル展（～温
暖化対策・ポイ捨て防
止、めぐろスマートライフ
の紹介、目黒区エコプラ
ザの紹介～）とエコドライ
ブ疑似体験、ゴーヤの苗
の配布を実施した。また、
区報や区公式ホームペー
ジによる啓発を行った。

エコドライブ疑似体験
18名
ゴーヤとアサガオの苗
の配布　100株

月間事業として、「環境
パネル展」や区報を中
心に啓発を行い、節電
やエコドライブなど省エ
ネに関して区民の意識
を高めることができた。

○ 今後も引き続き実施
する。

環境保全課

環境学習機
会の提供

【再掲】普及版めぐろグ
リーンアクションプログ
ラム

継続
（平成16年度～）

平成27年度から普及版
めぐろグリーンアクショ
ンプログラムを改訂し、
「めぐろ笑エネトライ」と
して実施する。

－ － － × 「めぐろ笑エネトライ」
として実施するため、
廃止とする。

環境保全課

環境学習機
会の提供

環境講演会 平成24年度から
エコライフの自主
事業

環境に負荷をかけない
ライフスタイルの転換等
を啓発するため環境講
演会を実施する。

環境講演会
（「MOTTAINAIをシンクし
よう！」）　1回

参加者　136名 多くの来場があり、環境
に負荷をかけないライフ
スタイルの転換等を周
知することはできた。

○ 環境講演会を実施す
る。

環境保全課
（エコライフめぐろ推
進協会）

環境学習機
会の提供

①環境講演会②環境教
養講座（3回）③自然観
察④子育てママのエコ
入門講座

継続
（平成17年度～）

大人から子供までを視
野においた啓発活動を
より身近なテーマで行
う。

①エコライフめぐろ推進
協会の自主事業として実
施
②連続講座を実施
③指定管理事業として実
施
④指定管理事業として実
施

①136名
②36名
③親子12名
④延846名

参加者の拡大を狙い、
若年層から高齢者層ま
で幅広く対応する講座
を開催することができ
た。

○ 参加者等のニーズを
踏まえながら、講座内
容を見直し、開催す
る。

環境保全課
（エコライフめぐろ推
進協会）
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

環境学習機
会の提供

社会教育講座 継続
（平成13年度～）

行政課題について、多
岐にわたる内容を講座
として企画するため、環
境学習は適時取り上げ
る。

実施なし 実施なし 非該当 行政課題
につい
て、多岐
にわたる
内容を講
座として
企画する
ため、環
境学習は
適時取り
上げる。

なし 生涯学習課

学校等にお
ける環境学
習の推進

学校版めぐろグリーンア
クションプログラムの推
進

継続
（平成17年度～）

グリーンアクションアド
バイザーを小学校１０校
に派遣することとし、よ
り実践的な取組みとな
るよう活動の充実を図
る。

個性的な取組みや、活動
の更なる充実など、児童・
生徒の環境活動への新
たな工夫が出てきてい
る。

100% 定着した環境活動を個
性的・実践的な取組み
へと発展させるよう、事
業の充実を進めてい
る。

○ グリーンアドバイザー
を残りの小学校１２校
に派遣することとし、
取組みをさらに実践
的なものにしていく。
また、児童・生徒の初
期からの環境教育に
ついても充実させて
いく。

学校運営課

自主的な環
境学習の支
援

小中学生等の受入 休止 事業について検討 － － － △ 子ども達の学習の場
としては目黒区エコプ
ラザがより適してい
る。
環境保全課にある学
習コーナーについて
は、現在全く利用され
ていないので今後の
活用方法について、
検討していく。

環境保全課

自主的な環
境学習の支
援

堆肥化関連事業 継続
（平成7年度～）

環境学習施設（駒場野
公園内）において生ご
みの堆肥化を促進す
る。

利用回数
43回
他自治体視察
1回

利用回数
43回
他自治体視察
1回

利用回数は平成26年度
と比較し、減少している
が、地域団体の活動が
定着している。

○ 引き続き実施する。 環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

自主的な環
境学習の支
援

環境測定機器・環境啓
発用品の貸出し

継続（平成19年度
～）

区民等が自主的に行う
環境学習・環境活動へ
の支援

騒音計の貸出し　2回

実績を踏まえて貸出し機
器を整理し、目黒区環境
測定機器貸出要綱を改
正した。

騒音計の貸出し　2回 ○ 環境測定機器（騒音
計）の貸出し

環境保全課

エコプラザ
を活用した
環境学習

エコプラザを活用した環
境学習（講座・講習会の
開催、地域団体、事業
者、学校等との協働事
業　ほか）

継続 環境教育・学習を推進
するため、多くの参加者
が得られる講座・講習
会を、環境活動団体、
事業者等と協働し、企
画・運営する。

各種講座・講習会を開催
した（詳細は達成数値に
掲載）。

講座・講習会延46講座/
延3,105名。
（内訳）
連続講座「綿から学ぶ
衣の循環」2回/36名、
出前講座（小学校・老人
いこいの家）18回/769
名、子育てママのエコ
入門14回/846名、修理
コツコツ講座5回/141
人、何でもつくり隊5講
座/1,231人、その他（自
然体験・エコまつりめぐ
ろ2015ステージ企画）2
回/82人

環境に配慮した生活を
提案するために、身近
な体験を通して楽しく学
べる講座・講習会を事
業者、環境活動団体と
協働で企画・運営した。

○ エコプラザの活動室
等を活用し、講座・講
習会の開催にあたっ
ては、参加者層（特に
若年層）の拡大を図っ
ていく。

環境保全課
（エコプラザ指定管
理者）

環境情報の
一元化

環境報告書の作成・配
布

継続
（平成13年度～）

環境保全施策の総合的
かつ計画的な推進に資
するため、平成26度の
環境の状況、環境保全
施策の実施状況及び評
価等を明らかにした環
境報告書を作成し、広く
区民に公表する。

平成24年3月改定の環境
基本計画の体系に基づ
き、平成26年度に実施し
た環境施策の状況及び
評価を明らかにした環境
報告書（本編・概要版）を
作成した。

本編：300部発行
概要版：600部発行

最新の環境情報を掲載
し、写真や表を多く取り
入れ読みやすさに配慮
した。区民向けの概要
版を区内の複数の施設
で配布した。また、本
編・概要版を区ホーム
ページに掲載し、より多
くの区民に情報提供す
るよう努めた。

○ 平成24年3月改定の
環境基本計画の体系
に基づいた環境報告
書（本編、概要版）を
作成する。

環境保全課

環境情報の
一元化

区ホームページへの環
境情報の掲載

継続
（平成16年度～）

積極的な情報提供に努
める。

環境保全関係事業や各
報告書などについて情報
を掲載した。

平成２７年度は207コン
テンツを公開した。

区の環境関連情報につ
いて適宜情報を掲載
し、周知を図ることがで
きた。

○ 引き続き、積極的な
情報提供を行ってい
く。

環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

環境情報の
一元化

区ホームページ（もっと
知りたい環境のこと）の
活用

継続
（平成22年度～）

環境情報を多くの区民
へ発信する。

－ アクセス数　201回 アクセス数は平成23年
度をピークに年々減少
傾向にあるが、継続し
て情報発信する。

○ 引き続き実施する。 環境保全課

多様な媒体
を活用した
環境情報の
発信力の強
化

エコプラザ情報室の図
書・資料等の整備、広
報誌の充実

継続
（平成13年度～）

目黒区エコプラザのPR
を行っていくことで、エコ
プラザ利用者の増進を
図る。

図書・資料等の収集、閲
覧、貸出し、エコ商品の
紹介、相談業務等を実施
した。PRのため、エコプラ
ザニュースの発行、展示
コーナーを活用した啓発
パネルやソーラーパネル
等の展示、体験コーナー
を設置した。

新規利用登録数151名
目黒区エコプラザ活動
室利用件数（27年度）
延463件
図書貸出件数166件
不用品情報登録345件
不用品あっせん成立70
件
プラザニュ-ス発行12回

リーフレット「ご存知です
か？目黒区エコプラザ」
やエコプラザニュースに
より目黒区エコプラザの
PRを行った。貸出図
書、展示コーナー等の
情報の充実を図ること
ができた。

○ 今後も目黒区エコプ
ラザの利用促進を図
るため、引き続き継続
したPR活動を行って
いく。

環境保全課
（エコプラザ指定管
理者）

環境推進員
等の育成・
支援

環境推進員養成講座 継続
（平成20年度～）

区民自身が環境保全活
動のリーダーとなり、知
識等を深め積極的に環
境活動できる人材を育
成する。
養成講座修了生　20名

応募者
29名
受講生
29名
修了生
12名

修了生
12名

環境への気づき、意識
改革、行動の変化をも
たらし、日常生活の中で
環境に関する活動がで
きる人を育てていくため
の講座を実施した。

○ 目黒区エコプラザ事
業として、指定管理者
エコライフめぐろ推進
協会が実施

環境保全課

環境推進員
等の育成・
支援

ステップアップ講座 継続
（平成21年度～）

平成27年度はエ
コライフめぐろ推
進協会の自主事
業として実施

環境推進員のレベル
アップのため、知識等を
深める。

年1回開催
参加者　16人

年1回開催
参加者　16人

環境推進員への学習機
会を提供することができ
た。

○ 平成28年度以降は指
定管理事業として実
施する。

環境保全課

環境推進員
等の育成・
支援

環境ナビゲーター交流
会

継続
（平成23年度～）

環境ナビゲーター自主
グループ等の事業報告
を報告し合うことで、活
動意欲の向上を目指
す。

年1回開催
参加者　16人

年1回開催
参加者　16人

環境ナビゲーター自主
グループ等の事業報告
が行われ、活動意欲の
向上に資する内容で
あった。

○ 平成28年度以降は指
定管理事業として実
施する。

環境保全課
（エコライフめぐろ推
進協会）
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

人材バンク
の創設・活
用

環境指導員（仮称）等の
登録・講師派遣

休止 － － － － △ 環境推進員の活用、
登録者の条件や規模
等について、必要性と
実現可能性も含め
て、検討していく。

環境保全課

環境に配慮
した事業活
動の促進

国際規格取得支援事業 継続
　（平成12年度
～）

製造業、建設業、情報
通信業及び工業デザイ
ン設計業等のものづくり
に係る業種を営む区内
中小企業の国際標準規
格IＳO9000並びに
14000シリ-ズの取得に
対して、費用の一部を
助成する。

申請なし 予算計上を2社分したが
申請はなかった。

問い合わせはあったが
年度内に申請には至ら
なかった。今後欧米向
けの輸出が上向けば需
要もあると見ている。

○ 予算計上を２社から１
社分の８０万円に減じ
て継続実施

産業経済・消費生
活課

環境に配慮
した事業活
動の促進

【再掲】めぐろグリーンア
クションプログラム（事
業所版)

継続
（平成16年度～）

認定件数5件
認定会4回

新規認定件数1件
更新認定件数20件
認定会4回

－ 新規参加件数は1件に
とどまり、参加事業所の
大幅な増加には至らな
かった。認定証や冊子
を見直すなど、改善し
た。

○ 継続実施 環境保全課

地域の環境
保全活動の
普及および
参加促進

エコチャレンジ顕彰 継続
（平成13年度～）

地域の環境保全活動を
活性化するため、表彰
制度を設けて、区民・事
業者の参加促進が図れ
るように支援する。

１団体 １団体

累積　区民56人、50団
体、10事業者

平成28年2月6日（土）に
顕彰式を行った。また、
区報及び区ホームペー
ジに掲載し周知を行っ
た。

○ 幅広い環境活動や継
続した取組みをしてい
る区民・事業者及び
団体等を発掘し、また
身近な地域で活動し
ている町会などの取
組みについても積極
的に顕彰し、地域に
おける環境保全の取
組み意欲を高める。

環境保全課

地域の環境
保全活動の
普及および
参加促進

エコまつり☆めぐろ 継続
（平成２４年～）

地域の団体等が企画・
準備段階から関わっ
て、環境にやさしいイベ
ントを実施できる場を提
供する。

地域団体と事業者団体、
企業、区が連携し、12月
に実施した。

参加団体　33団体
来場者数　約850名

区主催の「ふぇすた環
境ｉｎ目黒」に代わるイベ
ントとして4度目の開催
となったが、おおむね目
標を達成した。

○ エコまつり☆めぐろ
2016を田道ふれあい
館・田道ふれあい広
場で開催する（実行
委員会形式）。

環境保全課
（エコライフめぐろ推
進協会）
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事業の開始年度と
継続状況

27年度の事業目標 27年度末の進捗状況 達成数値
27年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している事業内容
（廃止の場合はその理

由）

施策 事業名

平成27年度 平成28年度の予定

担当課

環境配慮活
動団体の
ネットワーク
化

地域団体との連携、支
援事業、地域活動協力
者の養成
①人材バンク
②エコステーション支援

①継続（平成19年
度～）
②継続と新規（一
部は平成19年度
～)
（エコライフめぐろ
推進協会の自主
事業）

環境保全活動を行う団
体等のネットワーク作り
や活動の場の提供、知
識の提供など

環境推進員養成講座修
了生同士の交流が図ら
れている。

①環境推進員の活用、
登録者の条件や規模等
について、必要性と実
現可能性も含め、検討
する。
②4イベントで支援した。

集会室予約システム上
の登録団体数は減った
が、環境推進員養成講
座修了生から結成され
た団体は6団体であっ
た。

○ 団体等のネットワーク
の形成に寄与できる
よう交流会などを実
施する。

環境保全課
（エコライフめぐろ推
進協会）

区民・団体・
事業者の
パートナー
シップによる
環境施策の
推進

地球温暖化対策地域協
議会運営支援

継続
（平成18年度～）

－ 地球温暖化対策地域協
議会を開催した。

会議開催回数
協議会2回

地球温暖化対策地域協
議会において、地球温
暖化対策地域推進計画
の進捗状況を確認し、
目標に向けた効果的な
取組みについて検討し
た。

○ 「目黒区地球温暖化
対策地域推進計画
（第二次計画）」に基
づき、二酸化炭素排
出量やエネルギー消
費量の削減に向けた
取組みを推進する。

環境保全課

区民・団体・
事業者の
パートナー
シップによる
環境施策の
推進

環境審議会運営 継続
（平成13年度～）

環境審議会4回開催 環境審議会3回開催
専門委員会3回開催
環境審議会公募委員の
改選を6月に実施

－ 　環境審議会では各種
計画改定についての審
議報告や目黒清掃工場
建替事業について報告
等が行われた。
　専門委員会では環境
基本計画改定に向けた
重点プロジェクト等の基
本的な考え方の審議が
行われた。
　平成27年7月1日から
は、第8期環境審議会
委員が任命された。
 平成27年11月4日に目
黒区長から環境審議会
に対し、目黒区環境基
本計画改定の諮問が行
われた。

○ 継続的な開催を予定
している。

環境保全課
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